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 関係各位の皆様へ

 令和７年１１月５日

 

令和７年度　秋田県中学校秋季卓球大会　駐車場について 

 

                             秋田県卓球協会理事長　　　　(競技委員長)　佐藤　重喜

 　　　　　　　　　　　　　　秋田県中体連卓球専門部委員長(競技副委員長)加賀谷　郁

 

 　晩秋の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

 

　さて、県立体育館は今月から新県立体育館の建設工事が始まっています。期間は、令和

１２年７月までの約５年間です。工事に伴い、駐車可能台数がこの大会の時点で通常より

４０台分少なくなっています。(この大会終了後は、正面側の駐車場が使用不可となり、

 駐車可能台数は今までの半分以下となります)

 

　加えて、今年８月末に県立体育館で行ったカデット県予選では、駐車場開場の１時間前

から山王大通りに車が並び、周囲の交通に大きな障害をもたらす事態となり、警察の方に

出動いただくこととなりました。今後もこのような事態が続いた場合、県立体育館での大

 会開催が不可能となってしまいます。

 

　このような状況を受け、警察の方の助言ももとに、今大会では事前に各チーム・大会役

員に駐車券を配付してあります。団体戦出場チームには１チーム２枚、個人戦出場チーム

には１チーム１枚です。大会役員への配付分も含め、これで駐車場が満車となる計算です。 

　今大会は駐車券を持っていない方は県立体育館駐車場に駐車できません。(選手を降ろ

すための一時的な入場もできませんし、駐車券を持っているのに忘れた場合も、確認のし

 ようがないので入れることができません)

　駐車場は正面側の１箇所側のみ開けます。開場時間は両日とも午前７時３０分ですが、

それ以前に山王大通りに並んで待つ行為もしないでください。駐車券を持っている車は確

実に駐車できるので、７時３０分以降にお越しください。また、警備員および会場係の先

生の指示に従って駐車ください。 

 　

　なお、第３駐車場・第４駐車場・ソユースタジアム駐車場は、同日開催されるＪＦＡ全

 日本０－４０サッカー大会の駐車場となっていますので、駐車できません。

　今大会で駐車券がなくとも駐車可能な場所は、別添の地図に記載してあります。そちら

 の駐車場や、休日駐車禁止が解除される道路部分をご利用ください。

 

　今大会以降も新県立体育館完成までの間、県卓球協会や県中体連が主催する「県立体育

館で行われる中学校の大会」は駐車券を発行することを予定しています。大会に参加する

 皆様にはご迷惑をお掛けしますが、事情をお汲み取りの上ご理解ご協力をお願いします。
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市役所駐車場 

令和７年度県秋季中学校卓球大会（県立体育館）利用可能な駐車場 

駐車券をお持ちの方のみ 

7:30に開場します 

駐車券が無い方でも利用可能です 

マイクロバスでお越しのチームは

こちらへ駐車ください。 

駐車場は 7:30に開場します(正面のみ) 

駐車券が無い場合、乗降のための 

一時的な乗り入れもできません。 

第４駐車場 

第３駐車場 

他イベントで使用するため、 

利用できません。 
 市役所駐車場、県庁駐車場、県庁第

２庁舎駐車場は利用できます。 

また、ASPスタジアム・健康広場・

SPDF周辺の道路や、裁判所から気象

台前までの道路は、休日路上駐車可能

です。 

役員専用入口 


